
財政教育プログラム
in 金秀グループ

こ
れ
か
ら
の
日
本
の
た
め
に

財
政
を
考
え
る

受
益
・
負
担

バ
ラ
ン
ス
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

参
加
者
の
声

　
沖
縄
総
合
事
務
局
財
務
部
の
出
前
講
座

で
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
予
算

編
集
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
た
「
財
政
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
般
、

民
間
企
業
（
金
秀
グ
ル
ー
プ
）
か
ら
財
政

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
て
新
規
採
用

者
向
け
の
研
修
を
実
施
し
た
い
と
の
申
し

出
を
受
け
、
民
間
企
業
で
は
初
と
な
る
財

政
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
４
月
６
日
に
実
施

し
ま
し
た
。

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
前
半
で
は
、
令
和
６
年

度
予
算
、
日
本
の
借
金
の
状
況
、
受
益
と

負
担
の
バ
ラ
ン
ス
等
に
つ
い
て
説
明
し
ま

し
た
。
ま
た
、
受
益
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス

を
諸
外
国
と
比
較
す
る
と
、
日
本
の
社
会

保
障
は
、「
給
付
」（
社
会
保
障
支
出
）
に

対
し
て
、「
負
担
」（
税
・
社
会
保
障
料
）

が
低
い
現
状
や
、
高
齢
化
等
に
伴
う
社
会

保
障
の
給
付
の
増
加
と
国
民
の
負
担
の
関

係
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
、
国
民
全
体
で

議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
明

し
ま
し
た
。

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
後
半
で
は
、
８
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
受
益
と

負
担
の
バ
ラ
ン
ス
が
釣
り
合
っ
て
い
な
い

状
態
に
ど
の
よ
う
な
改
革
が
必
要
か
、テ
ー

マ
を
策
定
、
検
討
し
て
も
ら
っ
た
あ
と
、

各
グ
ル
ー
プ
か
ら
改
革
プ
ラ
ン
を
発
表
し

て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
発
表
の
内
容
は
、「
酒
税
や
た
ば
こ
税
を

増
税
し
、
不
健
康
に
な
る
人
を
減
ら
し
、

社
会
保
障
費
の
減
少
に
つ
な
げ
る
」、「
学

費
の
免
除
、
給
食
費
の
無
償
化
な
ど
を
通

し
て
子
育
て
支
援
を
手
厚
く
す
る
」、「
外

国
人
労
働
者
を
増
や
す
こ
と
で
労
働
力
を

増
加
さ
せ
、
医
療
費
を
補
う
」
な
ど
多
様

な
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
お
り
、
財
務
部

職
員
も
刺
激
を
受
け
る
機
会
と
な
り
ま
し

た
。

 
　
参
加
者
か
ら
は
、「
周
り
の
意
見
を
聞
く

こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
」、「
日
本
の
財
政

状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
」、

「
財
政
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ

た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
財
務
部
の
出
前
講
座
に
つ
い
て
は
、
左

記
連
絡
先
ま
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
先

　
財
務
部
　
財
務
課
（
地
域
連
携
担
当
）

　
☎
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グループワークの様子

発表者のみなさん

受益と負担のバランス比較

仕
事
の窓窓

No.2財務部

（左から）内閣府沖縄総合事務局 総務部 公正取引課長、
　　　　　消費者庁 表示対策課 景品・表示調査官

［場　所］沖縄総合事務局庁舎

「どっきん」
公正取引委員会公式マスコットキャラクター

不当表示のあった新聞折込チラシの一部

不当表示のあったウェブサイトの一部

詳しくは
こちらから

【お問合せ先】　総務部　公正取引課　☎０９８－８６６－００４９

総務部公正取引課では、景品表示法に違反する不当表示の調査のほか、未然防止のため、事業者からの相談
に応じたり、事業者団体などに向けた講習会も行っています。

５月30日、公正取引
課長と消費者庁担当
者は記者会見を開き、
本件について、詳しく
説明を行いました。

　消費者庁は、令和６年５月30日、株式会社那覇直葬センター（以下「那覇直葬センター」といいます。）に対
し、同社が供給する「直葬プラン」又は「火葬プラン」と称する葬儀サービス（以下「本件役務」といいま
す。）に係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局（総務部公正取引課）の調査の結果を踏まえ、
景品表示法に違反する行為（同法第５条第２号（有利誤認）に該当）が認められたことから、同法第７条第１項
の規定に基づき、措置命令を行いました。

　消費者庁は、那覇直葬センターに対して、再発防止策の実施、今後同様の表示を行わないことなどを命じました。

那覇直葬センターは、那覇市に本社を置き、
葬儀業を営む事業者です。

<新聞折込チラシ>
　個室で遺体と面会する場合や当該個室に供花又は仏具を置く場合で
も、７万７０００円以外に追加料金が発生しないかのように示す表示を
していました。
　しかし、実際には、個室で遺体と面会する場合や、当該個室に供花又
は仏具を置く場合には、追加料金が発生するものでした。

<自社ウェブサイト>
　「通常価格」と称する価額（税込だと19万8000
円）は本件役務について通常提供している価格で
あり、実際の提供価格（税込だと７万7000円）が
通常提供している価格に比べて安いかのように表
示していました。
　しかし、実際には、「通常価格」と称する価額は
提供された実績のないものでした。

株式会社那覇直葬センターに対する
景品表示法に基づく措置命令
（公正取引課による調査）

仕
事
の窓窓

No.1総務部

記者会見の様子

措置命令の概要

違 反 事 業 者

違反事実の概要

↑詳しくは
こちらから
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